
議第１１０号 専決処分の承認について 

 

１ 事件の概要 

グリーンピアせとうちの指定管理者であった株式会社ゆうとぴあセトウチは，

平成２２年９月１５日付けで呉市と締結したグリーンピアせとうちの管理及び運

営に関する協定第３３条により，平成２７年度の指定管理者負担金として，呉市

に対して３２，０００，０００円の債務を負いましたが，そのうち，１７，７０

０，０００円を納期限までに支払いませんでした。その後も再三，その支払を求

めましたが，一向に納入されなかったため，平成２９年８月８日付けの最終催告

書により電気料金相当額及び滞納水道料金と合わせて支払を求めましたが，これ

にも応じなかったため，もはや自発的に納付する意思がないと判断し，裁判所に

訴えを提起したものです。 

 

２ 支払を求める債権の内訳 

区分 金額 

平成２７年９月分 １，６６０，０００円 

（月割額266万円のうち，100万円は納入済み） 

平成２７年１０月分 ２，６６０，０００円 

平成２７年１１月分 ２，６６０，０００円 

平成２７年１２月分 ２，６６０，０００円 

平成２８年１月分 ２，６６０，０００円 

平成２８年２月分 ２，６６０，０００円 

平成２８年３月分 ２，７４０，０００円 

合計 １７，７００，０００円 

 


